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Ⅴ 不適正処分の再発防止策

１ 検証委員会の設置

本事案に係るこれまでの県の対応状況を第三者の視点で検証し、県行政上の問題

点及び責任を明らかにするとともに、今後の廃棄物行政の的確な運営を図ることを

目的に、平成１４年１０月１日検証委員会を設置した。

県境不法投棄検証委員会委員

２ 検証委員会の検証結果報告

（１）行政責任について

平成８年６月６日以前の県の対応については、様々な問題点があるものの落ち

度があったとまでは言い切れない。

平成８年６月６日、三栄化学工業が賃貸借契約解除を理由に同社の実質的な事

業用地への立入りを拒否した以降、県は同社が不法投棄を行っている蓋然性が高

いものと認識し、可能な限りの手段を用いて事実把握に努めるべきであった。

しかし、県は、事実把握や業者への対応について、他に採り得る方法があった

にもかかわらずそれを行っておらず、また、他の採りうる方法の検討さえも行っ

ておらず、ここに県の落ち度があると判断する。

（２）平成８年６月６日以前を含む全般的問題

① 三栄化学工業に対する認識の甘さ

県は、三栄化学工業が行政指導を受け入れ、その都度改善策を講じていたので、

とりわけ悪質な業者であるとの認識はなかったとしている。

しかし、住民から多くの情報が寄せられていたこと、平成７年には燃えがらの

不法投棄が発覚していることをもあわせ考えれば、このような認識は甘かったと

言わざるを得ない。

② 事実確認の甘さ

不法投棄を疑わせる様々な兆候があったにもかかわらず、調査、確認を行わな

かった。

・管理型最終処分場が空であった。

・不法投棄の主要現場について、昭和５６年に届出した産業廃棄物最終処分場（約

１００ヘクタール）の一部であると県職員に主張していた。
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・平成８年５月に新たな不法投棄を疑わせる事実を保健所職員が発見していた。

③ 業者への対応の甘さ

・行政指導を主とした県の対応が、三栄化学工業が県をみくびることとなった。

・平成７年の燃えがらの不法投棄発覚から処分まで１年以上の時間を要している

のは、処分の基礎となる事実確認に慎重を期すためとはいえ、遅きに失したと

言わざるを得ない。

・事業停止の行政処分手続きの進行中に、業者から処理業に動植物性残さを追加

したい旨の相談を受けた際、「申請は行政処分後にして欲しい。」旨の説明をし

ている。

（３）平成８年６月６日以降の問題点

① 行政調査を尽くさなかったこと

平成８年６月６日以降、県は、不法投棄を行っている可能性が高いという認識

を持ち、三栄化学のとる法的技巧を乗り越える方途を見出して行政調査を行うべ

きであったにもかかわらず、実際には十分な調査は行われなかった。調査が不十

分であったことは、県の落ち度であると言わざるを得ない。

② 警察への情報提供・連携が不十分であったこと

平成８年６月６日、立入りを拒んだ時点で、不法投棄を疑うに足る状況にあっ

たというべきであり、この時点で、行政独自の対応をとることと並行して、県警

への情報提供をすべき機が熟していたと考えられるが、県警への情報提供を行わ

なかったことは不適切であり、ここに県の落ち度があると言わざるを得ない。

③ 他部局との連携が不十分だったこと

廃棄物担当部局は、他の部局と十分な連携をとっていたとは言えないし、他の

部局も、環境への被害が懸念される情報を速やかに廃棄物担当部局に伝える態勢

をとっていたとは言い難い。

廃棄物担当部局は、本事案に関係する他の部局に協力を要請し、連絡を密にす

べきであった。それをしなかったところに、県の落ち度が認められる。

（４）再発防止策の提言

① 業者に対する毅然とした態度

悪質業者に対する場合には、行政が毅然とした厳しい態度で臨む必要がある。

行政処分の権限の発動に過度に抑制的になることなく、必要があれば積極的に権

限を行使すべきであろう。

② 適切な情報収集

不法投棄や不適正処理が疑われる場合には、廃棄物処理法上の立入検査、報告

徴収権限を最大限行使して、情報収集と事実把握に努めるべきである。
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③ 担当職員の意識・感覚の重要性と監視活動の継続性・一貫性の確保

環境行政、廃棄物行政に携わる者には、情報の真に意味するところを的確に認

識し、その背後にあるものを推し量る感覚が重要となる。また、職員の異動によ

り担当者が変わっても、継続性・一貫性のある監視活動が行えるような態勢を整

えることが必要である。

④ 廃棄物担当部局と他の部局との連携強化

不法投棄等を示唆する情報を得た部局は速やかに廃棄物担当部局に情報提供す

るという態勢を構築すべきであるし、また、廃棄物担当部局でも、必要に応じて、

他の部局に協力を仰ぐという仕組みを作る必要がある。

⑤ 警察との連携強化

不法投棄が疑われるが、行政の手に余るという場合は、警察へ情報提供し、捜

査を促す必要がある。大切なことは、どの程度までを行政レベルで処理し、どこ

からを警察に委ねるかという見極めである。

（５）結語

本事案について県行政に一定の落ち度があったことを認定し、再発防止策を提

言したが、本委員会としては、県がこれを真摯に受け止め、検証結果を今後の廃

棄物行政に生かし、二度とこのような事態を引き起こすことのないよう、県にお

いて十分な対策をとることを求めるものである。

３ 県警による強制捜査後の県の対応の問題点

（１）マニフェストが焼却された経緯

二戸警察署が押収した関係資料について、廃棄物の搬入状況の実態を解明し、

また、排出事業者や再委託業者、収集運搬業者で不適切な事務処理が認められる

者の存在を確認するため、平成１２年１１月に同署の承諾を得て、同署内におい

てマニフェストの一部をカメラで撮影した。

この撮影の直後には、三栄化学工業の社長に対して、押収された資料が警察署

から返却されたら、県に連絡するよう依頼し、その後何度か返却されていないか

確認をしたところである。

平成１３年８月に押収資料が返却されたとの情報を同年１０月前に入手し、同

月、三栄化学工業社長に対し資料の借用を依頼したが、同社の代理人となってい

る弁護士と交渉するようにと言われた。

県は、代理人である弁護士と交渉したが、弁護士からは、マニフェストの県へ

の提供は、三栄化学工業の不利益になることも想定されるので、提供は拒否し、

資料は全て焼却するとの回答があった。

同年１１月に三栄化学工業社長に対し、資料の処分について確認したところ、

既に焼却したとの回答があった。
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（２）廃棄物処理法に基づく報告の徴収

平成１４年５月に、廃棄物処理法に基づき報告の徴収を行ったが、代理人であ

る弁護士からは、資料は全て廃棄又は散逸してしまったとの回答があった。

（３）問題点

マニフェストは、廃棄物の搬入状況の実態、排出事業者情報を把握するための

重要な書類であり、本件事案を解明するためには、県においては早期に確保して

おく必要があった。

しかし、結果として、三栄化学工業が保管していた全てのマニフェストが廃棄

又は散逸してしまった原因は、

① 押収資料を返却する際は、警察署から県に事前に連絡をしてもらえるような体

制にしておくべきであったが、警察との連携が不十分であった。

② 押収資料の提供を三栄化学工業の任意に委ねるのではなく、厳正に三栄化学工

業に対処すべきであったにもかかわらず、廃棄物処理法に基づく報告の徴収を行

ったのは、焼却が判明した後であったこと。

にある。

４ 関係職員の処分

県は、平成１５年８月２８日、本事案について、関係職員の処分を行った。

その内容は、次のとおりである。

① 県境不法投棄検証委員会から、落ち度として指摘された平成８年度から１１年

度までの間に、

・行政調査を尽くさなかった。

・警察への情報提供・連携が不十分であった。

・廃棄物担当部局と他の部局との連携が不十分であった。

ことにより、結果として大量の不法投棄を見過ごし、国内最大規模の不法投棄事

案に発展させ県民の県に対する信頼を大きく損なった。

② 重要な排出事業者情報であるマニフェストを県が確保する前に、三栄化学工業

に廃棄されたことは、排出事業者情報確保のための業務管理が適切でなかった。

※戒告は地方公務員法に基づく懲戒処分、訓告は職員の任免等発令事務取扱規程による措置。

課 長 室 長 課 長 補 佐 所 長 次 長

戒 告 ２ １ ２ ５

訓 告 ２ ３ ５

区 分 計
本 庁 保 健 所

次 長 課 長 室 長

訓 告 １ １ １ ３

区 分
本 庁

計
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５ 再発防止策

（１）業者に対する毅然とした態度

過去数次にわたる廃棄物処理法の改正による規制の強化と平成１７年８月の行

政処分の方針に関する国の通知を踏まえ、県では、毅然とした態度で適正処理を

指導するとともに、行政指導に応ぜず改善が見られない場合は、積極的に行政処

分を発する等厳正に対処している。

（２）担当職員の意識・感覚の重要性と監視活動の継続性・一貫性の確保

担当職員については随時職場内外の研修を受けさせ資質向上を図るとともに、

平成１３年度からは警察官ＯＢを環境管理専門員として環境管理事務所に配置し、

その警察官としてのノウハウを監視・指導業務に取り入れるなど、監視・指導体

制の強化を図っている。

また、本庁と環境管理事務所とは、随時情報・意見交換を行うとともに、事案

によっては、本庁と環境管理事務所が一体となって対処し、適正処理の推進を図

っている。

（３）不法投棄防止対策

① 不法投棄の未然防止対策

不法投棄の早期発見に当たっては、県民からの情報提供がきっかけとなること、

県民の監視の目があることが不法投棄防止対策として有効と考えられることから、

県民の意識啓発を継続している。

ア 意識啓発

県の広報番組、野焼き・不法投棄防止チラシの配布等を通じ、広報啓発を随

時実施。

イ 説明会の開催

排出事業者に対する説明会を県内６地区で開催し、産業廃棄物の適正処理を

周知。

② 不法投棄監視対策

ア 環境管理事務所による監視

環境管理事務所において、定期的に管内の監視を行い、不法投棄の早期発見

及び未然防止を図っている。

平成１４年度から、不法投棄された産業廃棄物の調査に不可欠な産業廃棄物

管理票の確認、保管基準の遵守状況の調査を重点的に実施することにより、保

管量が少ない段階での指導を強化している。

平成１９年度からは、不法投棄監視カメラを環境管理事務所に配置し、効果

的に活用することにより、未然防止及び不法投棄の実態解明に努めている。
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イ 不法投棄撲滅青森県民会議

行政・事業者・関係団体が一体となった監視・通報体制を構築するため「不

法投棄撲滅青森県民会議」を設置（H14.6月設置）し、情報収集に努めた結果、

不法投棄に関する通報体制が定着したことから解散（H21年度）した。その後も

県民、事業者等からの情報提供が継続している。

ウ 夜間・早朝・休日監視

悪質・巧妙化するケースに対処するため、チームを組んで夜間・早朝・休日

に監視を実施している。特に休日監視では、平成１４年度から許可業者の事業

場への立入調査回数を１か所以上含めるなど強化している。

エ 廃棄物不法投棄監視員による監視

全市町村に配置している廃棄物不法投棄監視員が担当区域内を巡回監視し、

不法投棄された廃棄物の早期発見と未然防止に努めている。

オ 廃棄物積載車両点検

警察と連携して廃棄物積載車両の点検を年数回行い、廃棄物処理業許可の有

無、排出元・搬入先、産業廃棄物管理票の使用状況等を確認し、適正な取扱い

を指導している。

カ 上空監視

県の防災ヘリコプターを活用し、地上からは確認が困難な山間部・森林部の

不法投棄について、上空からの監視を複数回実施している。

キ 硫酸ピッチパトロール

本県で発生した硫酸ピッチ不法投棄事案は、全て県外から持ち込まれたもの

であるため、県内への搬入防止対策として、平成１７年度から大型車両が駐車

可能なスペースにおいて、夜間及び早朝に、駐車している大型車両の積み荷の

確認に重点を置いた車両一斉点検を複数回実施している。

ク 悪質な事案等に対する対応

県警察本部からの出向による警察官２名を環境政策課に配置し、不法投棄の

早期発見のための巡回活動や車両点検等において、当該職員が中心となって警

察と連携して対応するとともに、悪質な事案については、警察への通報等の厳

しい対応を取っている。

ケ 関係機関との連携

不法投棄等の事案について、県警察本部、海上保安部と情報交換を随時実施

している。

また、農林水産業や建設業から排出される産業廃棄物については、随時、関

係部局と連携し、調査・指導等を実施している。

③ 産業廃棄物処理対策

産業廃棄物の適正処理については、立入検査等の監視・指導体制の強化により、

産業廃棄物の不適正処理や不法投棄を未然に防止し、生活環境の保全に努めてい
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る。特に、産業廃棄物保管基準の遵守状況、産業廃棄物管理票の確認を重点的に

指導することにより、指導を強化している。

ア 産業廃棄物処理業者等立入検査・指導

(ｱ) 産業廃棄物処理業者

県内(青森市を除く。)に施設を有する処分業者及び積替え保管施設を有する

収集運搬業者について立入調査を実施し、処理状況、委託契約関係、産業廃棄

物管理票交付・管理状況、帳簿記載状況、保管量の確認・指導を行っている。

(ｲ) 産業廃棄物処理施設

全焼却施設について、施設の稼働状況、維持管理の記録・閲覧制度への対応

等の確認を実施している。また、最終処分場についても全ての施設を対象に立

入検査を行い、必要に応じて放流水水質検査、搬入廃棄物抜取検査等を実施し

ている。

(ｳ) 排出事業者

不法投棄等の不適正処理は、建設関係廃棄物が大半を占め、次いで製造業関

係の廃棄物が多いことから、建設業者（解体業者）及び製造業者を主体に立入

検査を実施し、産業廃棄物の排出、保管、処理の状況、委託の実態等について

確認・指導を行っている。

また、感染性廃棄物、重金属を含む特定有害産業廃棄物などの特別管理産業

廃棄物を排出する事業者についても、随時立入検査・指導を実施している。
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（４）不法投棄等の現状

① 不法投棄件数及び投棄量（新規判明事案：１０ｔ以上）

不法投棄及び投棄量の推移

平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度

投棄件数 37 63 45 54 36 39 40 42

投棄量(トン) 8,029 7,161 3,860 18,498 14,495 3,732 7,618 5,564

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

投棄件数 30 16 17 24 7 5 3 1

投棄量(トン) 3,921 2,957 9,295 1,971 829 2,521 102 86
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② 不適正処理件数及び不適処理量（新規判明事案：１０ｔ以上）

不適正処理件数及び不適正処理量の推移

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

不適正処理
件数

11 36 0 2 15 7 14 11

不適正処理
量(トン)

4,320 9,677 0 480 1,555 1,081 1,858 993
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６ 特定支障除去等事業開始後の県の措置等に係る意見聴取の実施

特定支障除去等事業開始後の県の措置命令等の行政処分、不法投棄防止対策に関

して、平成２４年１０月１９日、県境不法投棄検証委員会元委員大竹昭裕氏ほか３

名から意見聴取を行ったところ、次のような意見が提出された。

（１）特定支障除去等事業開始後に県が講じた措置命令、代執行費用納付命令等に関

する意見

① 平成１７年に環境省の行政処分の指針が改正され、不法投棄法人の役員に対す

る責任追及について明確に定められた後、県が元役員に対して措置命令を発出し

たのが平成２３年となっており、不法投棄への関与の度合いなどの事実認定や責

任の範囲の確定等が困難であった事情を考慮しても、かなりの期間が経過してい

る。今後、法令や行政処分の指針の改正などがあった際に迅速に対応できるよう

にすべきである。

② 原因者に対する財産調査を今後とも十分に尽くすべきである。

③ 排出事業者等に対する責任追及については、相応の努力を行っており、概ね適

正と評価できるが、排出事業者等に対する自主撤去・自主拠出については、公費

負担軽減の観点から、より積極的に進めるべきである。

（２）特定支障除去等事業開始後に県が講じた不法投棄防止対策に関する意見

① 平成１４年度の検証結果を踏まえて、立入検査・指導件数が上がったこと、関

係機関と連携を強化して対処していることは評価できる。

② 実際の事案に関する対応事例をまとめたマニュアルを作成し、関係職員への周

知を図るべきである。

③ 平成１４年度の県境不法投棄検証委員会の検証結果報告を踏まえ、強化された

不法投棄防止対策について、評価結果を適切にとりまとめ、その効果が分かるよ

うにすべきである。

県では、意見聴取において提出された意見を踏まえ、法令等の改正に迅速に対応し

て適時適切に措置命令等の行政処分を行うよう努めるとともに、関係機関と連携を図

りながら、不法投棄未然防止、不法投棄監視対策等に係る諸対策を適切に推進するも

のとする。




